
本計画の施策体系は、精神保健福祉分野に限らず、教育、就労、経済支援等の庁内関連部

署の取組を有機的につなげ、総合的に自殺対策を推進することとしています。本市の施策は

「基本施策」及び「重点施策」の２つで構成されています。

「基本施策」は、地域で自殺対策を推進するために欠かすことのできない基盤的な取り組

みです。そのため「事前対応」「危機対応」「事後対応」のすべての段階に及び、分野的に

も「実践」と「啓発」の両方を網羅し、行政全体で取組む幅広い施策となっています。

「重点施策」は、本市において特に自殺の実態が深刻である「子ども・若者・女性」・

「生活困窮者」・「高齢者」に焦点を絞った取り組みです。これらの対象は、いのち支える

自殺総合対策推進センターが作成した本市の「地域自殺実態プロファイル」において、重点

的に支援が必要と示されています。

第４章 いのちを支える・いきるをサポートする取組

１ 施策体系

基本
理念

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現

最終
目標

最終目標①
自殺死亡率の減少

最終目標②
自殺に追い込まれる市民の減少

中間
目標

中間目標③
支援をしている人・
団体の増加

中間目標②
必要な支援に繋がる
人の増加

中間目標①
自殺に関する正しい知識
や情報を持つ市民の増加

３つの重点施策 ５つの基本施策

＜重点施策１＞
子ども・若者・女性の自殺対策の
推進

＜重点施策２＞

生活困窮者の自殺対策の推進

＜重点施策３＞

高齢者の自殺対策の推進

太
宰
府
市
５
つ
の
基
本
施
策
と

３
つ
の
重
点
施
策

児
童
・
生
徒
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
せ
る
力
を

育
て
る
教
育

生
き
る
こ
と
の
促
進
要
因
へ
の
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

市
民
へ
の
啓
発
と
周
知

自
殺
対
策
を
支
え
る
人
材
の
育
成

図表38
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平成31年に策定した自殺対策計画では、「ネットワークの強化」「自殺対策を支える人

材の育成」「市民への啓発と周知」「生きることの促進要因への支援」「児童・生徒のＳ

ＯＳを出せる力を育てる教育」を５つの基本施策として自殺対策に取り組んできました。

しかし、近年は全国的に若者や女性の自殺者数が増加し、本市においても女性の自殺者

数が増加していることから、重点施策である「子ども・若者」の自殺対策に「女性の自殺

対策」を追加し、若年層及び女性の自殺対策を行っていきます。

２ 事業実施状況及び評価

本計画終了時点での事業評価について、実績値が目標値に達しているものを｢100％達成｣、

達していないものはベースラインと比較し｢80～99％達成または改善｣、｢50～79％または

49％以下｣の判定区分で達成状況を評価しました。
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基本施策1 ネットワークの強化

全庁的に連携して自殺対策を推進するための連絡会議を開催します。

また、自殺対策実務者連絡会議についても、各課担当者間の情報共有と各事業の進捗確認を

目的とし今後年1回の開催を目指します。

事業 内容

第2期目標値

令和11年度

(2029)

評価指標 担当課

太宰府市自殺対策

連絡会議

自殺の実態の共有と、各関係部署

からの意見を踏まえた施策の検討、

各施策の調整を行い、様々な分野

から「生きることの包括的支援」

の推進を目指します。

毎年1回
太宰府市自殺対策

連絡会議の開催
元気づくり課

１ 太宰府市自殺対策連絡会議

【第2期に向けて】

自殺対策連絡会議は令和2年度のみ開催しました。

連絡会議は年1回の目標は達成できませんでしたが、各事業担当者による自殺対策実務者

会議を令和元年度、令和2年度に実施することにより関係課との情報共有等をすることがし

ました。

（１）庁内における連携・ネットワークの強化

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和4年度※）

達成

状況

太宰府市自殺対策連絡会議の

開催
令和元年度より実施 1回/1年

20%

（令和元年度～令和5

年度で1回開催）

×

※令和5年度は集計中の為令和4年度の値を実績として評価しています。

【評価】 達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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定期的な開催のため、会議に参加するメンバー構成等を検討します。

事業 内容 担当課

太宰府市健康づくり

推進協議会

当会は、自治協議会や民生委員・児童委員、校長会や医師会、歯科

医師会等で構成しています。

会員からの意見を踏まえて地域の実態や課題、施策を総合的に検討

することで、地域全体で自殺対策事業に努めます。

元気づくり課

１ 太宰府市健康づくり推進協議会

【第2期に向けて】

【振り返り】

健康づくり推進協議会は平成30年と令和2年に開催しました。

健康づくり推進協議会を実施することにより、地域の様々な職種や専門の方と情報共有す

ることができました。

（２）地域における連携・ネットワークの強化

１ 要保護児童対策地域協議会

【第2期に向けて】

【振り返り】

要保護児童対策地域協議会は毎年度、定期的に実施しています。

関係機関と連携はもちろんのこと、必要な場合には、虐待の加害者の相談への対応、専門

機関の紹介など、心理面も含めた支援に努めました。

（３）特定の問題に対する連携・ネットワークの強化

事業 内容 担当課

要保護児童対策
地域協議会

要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童若しくは特

定妊婦への適切な支援を実施することを目的とします。児童福祉機

関・保健医療機関・教育機関・警察司法機関で構成しています。

子育て支援課
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事業 内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

職員同和問題研修

人権意識を高めるための啓発を実

施することで、ともに生きる地域

づくりを行える人材育成につなげ

ます。

97.0%

職員同和問題研修の

参加率（％）

（職員対象）

総務課

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和4年度※）

達成

状況

職員同和問題研修の

参加率（％）
96.1% 98.0% 78.3% △

令和4年度の職員同和問題研修の参加率は78.3%であり、平成29年度の96.1%から17.8ポ

イント減少しています。平成30年度から令和4年度の平均参加率は79.7%でした。達成状況

としては、目標値98.0%と比較し、達成度79.5%であったため、△としました。

対象となる職員の範囲が異なるため年度によりばらつきがありましたが、令和4年度からは

対象職員を拡大し、新型コロナウイルス感染症拡大時には動画研修を取り入れることで参加

率が向上しました。

令和4年度のアンケートより、参加者の98.3%が「大変有意義、有意義」と回答するなど

満足度の高い研修を実施することができたと考えられます。

同和問題が身近な問題であることを意識し、実態調査で出された課題や問題点を業務に生か

していくため、南隣保館等での研修会や同和地区住民と対話できるような研修を行います。

対面形式だけでなくオンライン配信でも実施するなど、職員が参加しやすくなるような研修

方法を検討します。

【事業内容】

人権意識を高めるための啓発を実施することで、ともに生きる地域づくりを行える人材育

成につなげます。

基本施策2 自殺対策を支える人材の育成

１ 職員同和問題研修

※令和5年度は集計中の為令和4年度の値を実績として評価しています。

【第2期に向けて】

（1）市職員を対象とする研修

【評価】 達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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【振り返り】

職員一人ひとりが行政職員として男女共同参画への理解と認識を深めることを目的として、

男女共同参画職員研修を実施しました。

２ 男女共同参画職員研修

事業 事業内容 担当課

男女共同参画

職員研修

行政職員として男女共同参画への理解と認識を深め、業務内外で地域、家

庭などあらゆる場面で男女共同参画の知識を備えた人材育成を実施します。
人権政策課

【第2期に向けて】

【振り返り】

令和5年度より、従来より実施していた職員メンタルヘルス研修とゲートキーパー研修を

合同で開催しました。

３ 市職員向けゲートキーパー研修

事業 事業内容 担当課

職員向け

ゲートキーパー研修

窓口等で働く職員一人一人がゲートキーパーとして市民へ働きかけること

ができるよう、こころの健康や自殺に関する正しい知識を学びます。一人

で抱え込まず、周囲の人が協力して、悩んでいる人への支援ができる体制

構築を目指します。

総務課

元気づくり課

【第2期に向けて】

職員の勤続年数に応じた研修内容を検討し、市職員ひとりひとりがこころの健康や自殺に

対する理解を深めるための研修を開催します。
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事業 内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

ゲートキーパー研修

こころの健康や自殺に関する正し

い知識等について理解を深めるた

めの研修を開催します。

80人
ゲートキーパー

研修の参加者数
元気づくり課

評価指標
ベースライン

（平成29年度）
目標値

（令和5年度）
実績

（令和5年度）
達成
状況

ゲートキーパー研修の
参加者数

63人 80人 65人 〇

令和５年度のゲートキーパー研修の参加者は65人であり、平成29年度の63人から2人増加

しています。

自殺対策を支える人材を育成するため、介護支援専門員や新たな健康推進員へ研修を実施

しました。

ゲートキーパーの役割は、「悩みに気づき、声をかける」こと、「相手の話を聞く」こと、

「相手を見守る」こと「相手を必要な支援へつなぐ」ことです。この役割を果たすには、こ

ころの健康や自殺に関する正しい知識を学び、理解を深めることが必要です。

より多くの市民がゲートキーパーについて学ぶことができるように取り組みを続けます。

１ 市民向けゲートキーパー研修

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下

【第2期に向けて】

（２）市民を対象とする研修

【評価】

事業 内容 担当課

職員の健康相談

職員に対して、臨床心理士がこころや職場の悩み等に関する相談に応

じることで、市民の相談に応じる職員の心身の健康保持・増進を図り

ます。

総務課

【事業内容】

臨床心理士がこころや職場の悩み等に関する相談に応じることで、日頃から市民に関わる

職員の心身面の健康保持・増進を図ります。

１ 市職員の健康相談

【第2期に向けて】

（３）自殺対策を支える者への心のケアへの推進
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ゲートキーパーとは

自殺の危険を示すサインに気づき、声かけや見守りなど、適切な対応が出来る人

のこと。自殺対策では、悩んでいる人の孤立・孤独を防ぎ、支援をすることが重要

です。

ゲートキーパーが、それぞれの立場で、できることから進んで行動を起こす意識

を持つことで、自殺対策につながります。

コラム

こころの相談

ひとりで悩むより、まず相談を。

「不安感が続いて気分が沈んでしまう…」

「不眠が続いていて体もきつい…」など、

こころの健康に関する相談をお受けします。お気軽にご相談ください。

秘密は厳守します。

（ご本人以外の方の相談もお受けします。）

【場所】 太宰府市保健センター（いきいき情報センター１階）

【予約方法】ご希望の方は、保健センターへ直接または電話にてご予約ください。
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令和5年度の相談先紹介媒体の市内設置施設数は24施設で、令和元年度

から増加しています。

様々な世代の方へ周知するため、市民が利用する施設を中心に配架する

施設を増やしました。

評価指標
ベースライン

（令和元年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和5年度）

達成

状況

相談先紹介媒体の

市内設置施設数
12施設 21施設 24施設 ◎

１ こころの健康・自殺予防に関する相談窓口の周知

【第2期に向けて】

【事業内容】

より多くの市民がこころの悩みや自殺に関する相談先を知ることができるように、相談先

紹介の媒体（案内カードやチラシ）を作成・配布します。

事業 内容

第2期目標値

令和11年度

(2029)

評価指標 担当課

こころの健康・

自殺予防に関する

相談窓口の周知

より多くの市民がこころの悩みや

自殺に関する相談先を知ることが

できるよう、相談先紹介の媒体

（案内カードやチラシ）を作成・

配布し、広く周知に努めます。

80%
おまもりを配布する

市内中学校の割合
元気づくり課

（１）リーフレット・啓発グッズ等の作成と活用

相談窓口に関する情報を容易に知ることができるように、様々な情報を発信しています。

また、誰かに助けを求めることが社会全体の共通認識となるよう普及啓発するとともに、

自殺に対する誤った認識や偏見を払拭する啓発活動に取り組みます。

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下【評価】

基本施策3 市民への啓発と周知

今後は公民館や学校などにも配架の対象を広げて、より多くの市民に情報が届くように

努めます。情報発信に効果的な手段として、SNS等の使用も検討していきます。

相談先紹介媒体
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２ 自殺予防週間・自殺対策強化月間における啓発活動の推進

【第2期に向けて】

【振り返り】

市ホームページや広報・SNSを活用した啓発・周知を実施しました。

事業 内容 担当課

自殺予防週間・自殺対策強化

月間における啓発活動の推進

自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせて、自殺予防の

ための知識や相談窓口に関する情報発信をします。
元気づくり課

【第2期に向けて】

３ 人権問題の啓発

【振り返り】

人権啓発事業企画運営会議により啓発冊子「わたしたちの手でしあわせをひとつに」を

編集し、全戸配布を行いました。同和問題をはじめとするさまざまな人権問題に関する

テーマを取り上げた啓発冊子を作成し、差別が生まれる構造や人への思いやりの大切さを

啓発することができました。

事業 内容 担当課

人権問題の啓発

人権尊重について考えるきっかけとして、全世帯に啓発冊子

や公募による作品集を配布して、「自分自身が知らないこと

知り、学ぼう」とする意識の醸成を図ります。

社会教育課

本市は若年層の自殺死亡率が増加傾向にあります。困った時や、身近に困っている人がい

る時に、若年層が自殺予防のための正しい知識や相談窓口等の情報を手に入れて行動できる

ように、本市ホームページのリニューアルを行います。

また、若年層が日頃利用する媒体（SNS等）での普及啓発も強化します。自殺予防月間や

自殺対策強化月間における情報発信だけでなく、新入学・進級・新学期・長期休暇明けなど、

自殺者が増えやすい時期や、世間の情勢等を踏まえた情報発信を行います。
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【第2期に向けて】

１ 精神保健福祉講演会

（２）市民向け講演会・イベントなどの開催

【事業内容】

市民に対しこころの健康づくりや福祉について講演を行い、障がいや障がい者に対する理

解を深め、正しい知識を普及することで、地域住民のこころの健康の保持増進を図ります。

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和5年度）

達成

状況

精神保健福祉講演会の

参加人数
65人 100人 91人 〇

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下【評価】

こころの健康だけでなく福祉を含めた内容で事業の計画をしていきます。

講演内容によって参加者人数にばらつきが出ることが課題のため、参加者からニーズを

把握し、こころの健康づくりや福祉に関する様々な話題を幅広く啓発・周知することに努

めます。

事業 内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

精神保健福祉講演会

市民に対して、こころの健康づ

くりや福祉に関する講演を行い

ます。障がいや障がい者に対す

る理解を深め、正しい知識を普

及することで、地域住民のここ

ろの健康の保持増進を図ります。

100人
精神保健福祉講演会

の参加人数

元気づくり課

福祉課

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、感染対策のために対象者を制限したことによ

り、令和2年度は開催中止、令和3年度は34人と参加人数が伸び悩んでいましたが、令和4

年度は98人と参加者が増加しました。

令和5年度の精神保健福祉講演会の参加人数は91人で、平成29年度から増加しています。
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２ 人権講座ひまわり

【第2期に向けて】

【振り返り】

人権意識の普及高揚を図るため、様々な機会を通して人権教育・啓発活動に取り組むこ

とができました。

事業 内容 担当課

人権講座ひまわり
さまざまな人権課題に関する講座を実施することで、共に生

きる地域づくりを目指します。
社会教育課

３ 男女共同参画市民フォーラム

【第2期に向けて】

【振り返り】

市民に向けて、男女共同参画のことに関心を持ち、気づき、行動につながる取り組みと

して講演会を開催しました。

事業 内容 担当課

男女共同参画

市民フォーラム

性別によって決められた制度や慣習に気づき、男女共同参画

に対する正しい理解を深めるための事業を通して、だれもが

いきいきと輝く地域づくりを目指します。

人権政策課
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令和5年度の同和問題啓発強調月間市民講演会の参加者数は181人であり、令和元年度の

310人から129人減少しています。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響もありましたが、街頭啓発の実施、公共施設等に

懸垂幕、横断幕、立て看板等の設置、強調月間のＰＲや市民講演会のお知らせ等の活動を

継続的に行いました。

新型コロナウイルス感染症拡大で中止になった期間が影響し、参加者が減少しているた

め、会場開催だけではなく、オンライン開催も視野に入れ、検討します。

インターネット上での人権侵害など、近年の特徴を踏まえた講演内容とし、自身の気付

きにつながるような講演会を継続していきます。

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和5年度）

達成

状況

同和問題啓発強調月間

市民講演会の参加人数
330人 450人 181人 ×

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

同和問題啓発強調

月間市民講演会

福岡県では毎年7月を「同和問題

啓発強調月間」と定め、各地でさ

まざまな行事や啓発イベントなど

を実施しています。差別をなくす

取り組みを通して、共に生きる地

域づくりを目指します。

450人

同和問題啓発強調月

間市民講演会の

参加人数

人権政策課

４ 同和問題啓発強調月間

【事業内容】

福岡県では、毎年7月を「同和問題啓発強調月間」と定め、県内各地でイベント等、啓発

を目的とした取り組みを実施しています。

差別をなくす取り組みを通して、共に生きる地域づくりを目指します。

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下

【第2期に向けて】

【評価】
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誰もが気軽に立ち寄ることができ、問題解決に向けて一緒に考え、市民にとって親しみ

やすい相談の場として取り組みます。

基本施策4 生きることの促進要因への支援

１ 専門職による相談事業

【第2期に向けて】

「生きることの阻害要因」を減らす取組に加え、「生きることの促進要因」を増やす取組

を行い、悩みを抱える人への支援や居場所づくり、就労支援等の充実を図ります。

（１）居場所づくり（全市民対象）

【振り返り】

市民からの相談に応じました。

ケースに応じ、訪問の実施や適切な支援へ接続を行いました。

事業 内容 担当課

専門職による相談事業

常時、保健師が電話や訪問、面接にてこころの健康に関する相

談に応じます。地域の関係機関と連携して適切な支援へつなぐ

ほか、必要時継続的に支援を実施します。

元気づくり課

２ 太宰府市NPO・ボランティア支援センター「うめさろん」事業

【第2期に向けて】

【振り返り】

個人ボランティアや団体への相談支援体制を充実させていくとともに、誰もが気軽に立

ち寄ることができるよう努めました。

事業 内容 担当課

太宰府市NPO・

ボランティア支援センター

「うめさろん」事業

「NPO・ボランティア支援センター」では、NPO・ボランティ

ア活動に関する相談や活動の情報発信などを通して、生きがい

づくり・人とのつながりを促します。

地域コミュニ

ティ課
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令和4年度の子育て広場・子育てサロン参加者数は6,657人であり、平成29年度の

16,208人から9,551人減少しています。

新型コロナウイルス感染症拡大により、広場・サロンの利用者が減少しました。また、

受け入れ人数制限を設けたため、利用者を増やすことができませんでした。

【第2期に向けて】

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和4年度※）

達成

状況

子育て広場・子育

てサロン参加者数
16,208人 18,000人

6,657人

広場：1,316人

サロン：5,341人

×

事業 内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

子育て広場・

子育てサロン

子育て広場は、体操、歌、手遊び、絵

本の読み聞かせなどをして、親子で楽

しく遊び交流する場を提供します。

子育てサロンでは、一定時間保育士が

常駐し、子どもたちを遊ばせながら、

保育士へ気軽に相談することができる

ようにします。

計 8,000人

広場 1,600人

サロン 6,400人

子育て広場・子育て

サロン参加者数
子育て支援課

３ 子育て広場・子育てサロン

※令和5年度は確定値がないため、令和４年度の結果で評価をしています。

広場、サロンに対するニーズを把握するため、アンケート等の調査を行います。その結果

から定員人数や時間等の検討を行います。

目標の参加者数を変更し、8,000人とします。

【評価】 達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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【第2期に向けて】

４ ごじょっこひろば

【振り返り】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響にて令和2年以降は実施できませんでした。

新型コロナウイルス感染症拡大前は市民より遊具等が安全に使えて良かったとの声をい

ただきました。

事業 内容 担当課

ごじょっこひろば

自由に遊具や玩具などで遊べるように、「ごじょう保育所」の園庭を

開放します。保護者同士の交流を促し、居場所づくりや仲間づくりの

場を提供します。

保育児童課

【第2期に向けて】

５ ごじょっこフレンズ

【振り返り】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ホームページのみで開催のお知らせしま

した。

人数制限を設けたため、全体参加数は少ないですが、参加親子の交流、遊びの提供を行

いました。

事業 内容 担当課

ごじょっこフレンズ

親子で保育所の同年齢の子どもたちと一緒に遊んだり、参加されてい

る親同士また保育士との交流を通して子育てに悩む保護者への支援に

つなげます。

保育児童課

【第2期に向けて】

６ ごじょっこスマイル

【振り返り】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、ホームページのみで開催のお知らせを周

知しました。

事業 内容 担当課

ごじょっこスマイル

一定時間保育士が常駐し、子どもたちを遊ばせながら、保育士へ気軽

に子育てや子どもの発達に関する相談をすることができます。必要な

場合は、関係部署と連携しながら、継続して支援を実施します。

保育児童課

令和6年度より、月2回を目安に開催予定です。
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【第2期に向けて】

７ 地域子育てサロン

【振り返り】

子ども、保護者、地域の人との出会いの場となりました。

異年齢の子と一緒に集団で遊ぶ場を提供することができました。

事業 内容 担当課

地域子育てサロン

各地域で定期的に開催されている、子どもを遊ばせながら、保護者同

士がおしゃべりを楽しみ、交流する場です。保育士が出かけ、体操や

手遊びなどの遊びを提供します。居場所づくり・仲間づくりの場に

なっています。

子育て支援課

【第2期に向けて】

８ 家庭教育学級

【振り返り】

家庭教育学級を実施し、子どもの保護者等が情報交換し、仲間づくりや悩み相談ができ

る学びの場を開催できました。

事業 内容 担当課

家庭教育学級

子どもを持つ保護者が、気軽に集まって子育てについて情報交換し、

仲間づくりや悩みを相談できるようなネットワーク形成の場の提供を

実施します。保護者同士が交流・情報交換することで、孤立化を防ぎ、

子育てへの不安軽減や解消を図ります。

社会教育課
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１ 妊婦相談（母子健康手帳の交付）

【第2期に向けて】

（２）①相談体制の充実・相談窓口情報の発信（妊産婦・子育て中の保護者）

令和2年度から令和4年度の妊婦相談実施率は100%でした。

保健師、助産師による面談を実施し、面談状況より妊娠期からの介入、産後からの早期介

入、医療機関との連携の必要性を検討し実施することができました。

市民にとって気軽に相談できる身近な存在であることを初回面談時に伝えることで、妊娠

期から産後、育児の相談等に繋がりました。

評価指標
ベースライン

（平成29年度）
目標値

（令和5年度）
実績

（令和5年度）
達成
状況

妊婦相談実施率 100% 100%
100%

（342人）
◎

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下【評価】

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

妊婦相談

(母子健康手帳の

交付)

母子健康手帳の交付とともに、妊娠中

の健康や妊婦健康診査受診券等の説明、

栄養士の講話、個別相談等を実施しま

す。

100% 妊婦相談実施率 子育て支援課
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【第2期に向けて】

２ 乳幼児健康相談

【振り返り】

完全予約制で育児に悩む保護者へ個別で相談対応しました。毎回予約数は上限まで達し

ました。

上限まで達した場合は別日で相談対応をすることで、子育ての孤立化防止に努めました。

事業 内容 担当課

乳幼児健康相談
育児に関する疑問や不安について、保健師・助産師・管理栄養士が相

談に応じ、子育てに悩む保護者のサポートを実施します。
子育て支援課

【第2期に向けて】

３ こども発達相談

【振り返り】

対象児それぞれの困り感を個別・グループ支援、検査、園訪問等の様々な角度から分析

し、保護者が受容できるよう丁寧な相談を行いました。

事業 内容 担当課

子ども発達相談

未就学の子どもの発達の不安や悩みについて相談を実施します。子ど

もへの理解を深め、関わり方を一緒に考えながら、子ども、保護者の

状況に応じた適切な支援を実施します。必要に応じ専門機関を紹介し

ます。

子育て支援課

支援が必要な子どもを繋ぐことができる専門機関が少ない状況は続いています。今後

も関係機関と連携し繋いでいきます。

4
こども家庭センター事業

（変更前：子ども家庭総合支援拠点事業、家庭児童相談事業）

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

こども家庭センター

事業

18歳未満のすべての子どもとその家庭及び妊産婦の様々な悩みや子育て

に関する相談に専門の知識を持つ相談員が対応し、必要に応じて各機関

と連携して支援を実施します。

子育て支援課

【振り返り】

児童本人、家族状況の把握、家族がスクールソーシャルワーカーと面談できるよう学校

に依頼し、専門機関の情報提供を行いました。

児童本人が、スクールソーシャルワーカーと面談できるよう、学校側に働きかけました。

令和6年度より、法改正により子ども家庭総合支援拠点からこども家庭センター事業に

名称変更します。
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１ 人権相談

【第2期に向けて】

（２）②相談体制の充実・相談窓口情報の発信（すべての市民）

【振り返り】

令和4年度は相談件数7件であり、筑紫地区内では、一番多い件数でした。

事業 内容 担当課

人権相談
人権擁護委員による人権相談を行います。内容により関係機関を紹

介します。
人権政策課

２ 消費者ホットライン

【第2期に向けて】

【振り返り】

出前講座を実施し、幅広い年齢層へ消費者ホットラインについて情報提供できました。

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、出前講座の実施回数が減少しましたが、

ホームページや広報、啓発リーフレット等の各種媒体を活用し、周知を行いました。

事業 内容 担当課

消費者ホットライン
契約トラブルなどの身近な消費生活上の問題に対して、最寄りの消

費生活相談窓口を紹介します。
産業振興課

３ 太宰府市消費生活センター

【第2期に向けて】

【振り返り】

専門の相談員が、悪質商法や契約トラブル等に関する相談に応じ、トラブルの早期対応、

回復に努めました。

多重債務等の債務に関する相談について、弁護士相談を案内するなど専門の相談機関への

連携に努めました。

事業 内容 担当課

太宰府市

消費生活センター

消費生活上の問題に対して専門の相談員が適切な助言や情報提供、

必要に応じたあっせんを行い問題解決に向けた支援を実施します。
産業振興課
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【第2期に向けて】

４ こころの相談

【振り返り】

一度年4回開催にて実施しましたが、空白期間が大きく市民にとって利用がしにくい状況

が生じたため、さらなる相談窓口拡充を目指し、年12回の月1回開催に戻して実施をしまし

た。対象者のニーズに合わせて専門機関についての情報提供を行いました。

事業 内容 担当課

こころの相談

うつ等こころの病気やこころの健康について、本人や家族からの相談

に応じます。精神科医師による専門性の高いアドバイスや相談者の視

点に立って相談を受けることで不安の軽減を図ります。

元気づくり課

【第2期に向けて】

５ すこやか相談

【振り返り】

健康面に関する不安や悩みを抱えた市民に対し、保健師や管理栄養士が相談に応じ、専

門的なアドバイスを提供しました。

事業 内容 担当課

すこやか相談
健康面の不安や困りごとなどに対して、保健師や管理栄養士が相談に

応じ、不安の軽減を図ります。
元気づくり課

【第2期に向けて】

６ 精神保健福祉相談

【振り返り】

精神保健に関する相談事業で、保健師が適宜相談に応じ、保健所等関係機関と連携して

必要な支援を提供しました。

事業 内容 担当課

精神保健福祉相談

うつ病等の精神疾患や、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症に

関する悩みに対して、必要時「福岡県筑紫保健福祉環境事務所」や

「福岡県精神保健福祉センター」の実施する相談へつなぎます。

元気づくり課
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【第2期に向けて】

７ 民生委員・児童委員への相談

【振り返り】

相談があった場合や気になる人がいた場合に、関係機関と連携することができました。

事業 内容 担当課

民生委員・児童委員

への相談

誰もが安心して生活が送れるように、民生委員・児童委員が身近な相

談相手となります。必要時、福祉関係情報の提供等を行うとともに、

関係機関につなげます。

福祉課

【第2期に向けて】

８ 一般相談

【振り返り】

心配事や悩み事について内容を限定することなく幅広く受け付け、相談者の不安の軽減

や関係機関等へ繋げるよう努めました。

事業 内容 担当課

一般相談
「太宰府市社会福祉協議会」主催で、心配ごとや悩みごと等の相談に

応じ、内容により関係機関を紹介します。
福祉課

【第2期に向けて】

９ 労働者向けの就業支援・相談先案内（変更前：福岡県子育て女性就職支援センター）

【振り返り】

「福岡県子育て女性就職支援センター」の事業として、合同説明会や相談会の周知・紹

介を行いました。

事業 内容 担当課

労働者向けの就業支援

・相談先案内

就業支援を受けたい方に向けて県や民間の就業支援事業を窓口やHP

等で紹介します。

幅広く、労働者向けの就業支援・相談先の案内を実施します。

福祉課

性別や年代に関係なく様々な労働者へ就業相談、就業支援、就労に関する周知を行う

ため、事業名を「福岡県子育て女性就職支援センター」から「労働者向けの就業支援・

相談先案内」へ変更しました。
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１ 精神保健福祉相談

【第2期に向けて】

（２）③相談体制の充実・相談窓口情報の発信（自殺未遂者、遺された方）

【振り返り】

専門性の高い精神保健に関する相談事業で、適宜相談に応じ、保健所等関係機関と連携を

図って必要な支援を提供しました。

２ 自死遺族の相談、自死遺族のための法律相談

【第2期に向けて】

【振り返り】

市への相談対応実績は多くありませんが、専門性の高い県相談事業のため、ホームページ等

で周知、啓発を行いました。

事業 内容 担当課

自死遺族の相談
自死遺族のための

法律相談

自死遺族の相談
自死遺族のための法律相談 自死遺族に対し「福岡県精神保健福祉セン
ター」が実施する「自死遺族の相談」「自死遺族のための法律相談」を
周知します。
〔自死遺族の相談〕身近な人を自死で亡くされて気持ちの整理のつかな
いときなど、訴えに対し傾聴し、問題を整理することで解決策を検討し
ます。
〔自死遺族のための法律相談〕
家族などを自死で亡くされた人で、相続・借金・補償問題など、様々な
自死に伴い生じる法律問題について弁護士が相談に応じ対応策を検討し
ます。

元気づくり課

事業 内容 担当課

【再掲】

精神保健福祉相談

うつ病等の精神疾患や、アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症に

関する悩みに対して、必要時「福岡県筑紫保健福祉環境事務所」や

「福岡県精神保健福祉センター」の実施する相談へつなぎます。

元気づくり課
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１ 障がい者虐待対応業務

【第2期に向けて】

（３）支援の充実

【振り返り】

虐待等が疑われる事案が発生した場合、必要関係機関と連携し対応しました。

事業 内容 担当課

障がい者虐待
対応業務

虐待への対応を行い、本人や家族への支援を実施します。 福祉課

２ 日常生活自立支援事業（ほのぼのサービス）

【第2期に向けて】

【振り返り】

高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすために、行政はじめ、地域の民生委

員や福祉委員、地域包括支援センターや医療機関等の関係機関と連携し、専門性の高い個別

支援を実施しました。

事業 内容 担当課

日常生活自立支援事業

（ほのぼのサービス）

高齢者や障がい者が安心して日常生活が送れるよう、福祉サービスや

生活に関わる相談に応じます。

定期訪問による見守りを希望する人や日常的な金銭管理に困っている

人に対しては、「社会福祉協議会」が支援を行います。

福祉課

３ 自立支援医療

【第2期に向けて】

【振り返り】

必要に応じて医療機関等と連携し、スムーズに手続きが行えるよう支援しました。

事業 内容 担当課

自立支援医療

対象となる疾病で医療を受ける人に、自立支援医療（更生医療・精神

通院医療・育成医療）制度を案内します。

また、更生医療、育成医療については給付も行います。

福祉課
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【第2期に向けて】

５ 障がい福祉サービス

事業 内容 担当課

障がい福祉サービス
障がいのある人に対し、必要な障がい福祉サービスを決定し、介護・

訓練等給付費を支給します。
福祉課

【第2期に向けて】

６ 障がい者福祉制度の案内

【振り返り】

「ぬくもり」で障害者手帳や障がい者福祉制度を行いました。

事業 内容 担当課

障がい者福祉制度の案内 障害者手帳制度と手帳により受けられる制度の案内を行います。 福祉課

【振り返り】

必要に応じた障がい福祉サービスの支給決定、介護・訓練等給付費を支給しました。

※ぬくもり（障がい者福祉のてびき）：市で発行している障がい者の福祉制度について

まとめた冊子

事業 内容 担当課

障がい者基幹相談支援セ

ンター
障がいにおける各種ニーズに対応した相談支援を実施します。 福祉課

４ 障がい者基幹相談支援センター

【振り返り】

障がい者に対する相談支援の中核的な役割を担う機関として、障がいの種別や各種ニーズ

に対応できる総合的な相談支援を行っています。また、アウトリーチ型の支援として、障が

いが疑われる引きこもりの方や外出が困難な精神障がい者について、本人や家族、支援者等

からの情報提供に対して、職員（社会福祉士や精神保健福祉士等）が自宅を訪問し、相談に

応じ不安の軽減を図ることに努め、必要な支援等について専門的なアドバイスを提供しまし

た。
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７ 障がい者にも対応した地域包括ケアシステムの構築

事業 内容 担当課

障がい者にも対応した

地域包括ケアシステムの

構築

障がい者それぞれのニーズに対応できるよう、医療・障がい福祉・住
まい・社会参加・普及啓発など包括的な支援体制を構築します。
体制の構築にあたっては、県（保健所・精神保健福祉センター）、市
の関係各課、医療機関、関係団体と連携を図ります。
精神障がいを含め、障がい者の誰もが、安心して自分らしく生活でき
る地域づくりを目指します。

福祉課

元気づくり課

【第2期に向けて】
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１ 妊婦訪問

（４）妊娠・出産・子育てに対する支援の充実

【振り返り】

妊娠中に電話連絡にて状況把握するとともに、妊娠経過や精神面も含めたフォローを実

施しました。

妊娠中のみならず、産後の不安を抱える妊婦を早期に把握することができました。

事業 内容 担当課

妊婦訪問
母子健康手帳交付時に把握した支援が必要な妊婦（家庭）に対し、電話や

訪問等を実施し、妊娠中より切れ目のない支援を提供します。
子育て支援課

【第2期に向けて】

２ こんにちは赤ちゃん訪問

【振り返り】

訪問時にボンディングやEPDSチェック表を用いて母親の精神状態を適切にアセスメント

することに努めました。

サポートが必要な家庭には定期的に電話や再訪問をし、途切れのない支援へ繋ぎました。

事業 内容 担当課

こんにちは

赤ちゃん訪問

すべての赤ちゃんのお宅に訪問し、子どもの発達や育児状況、生活状況を

確認することで、支援が必要な家庭を把握し、適切な支援につなぎます。

また、訪問時産後うつ等について評価を行い支援につなぐことで、精神面

についてのサポートを提供します。

子育て支援課

【第2期に向けて】
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令和5年度10月末時点のファミリー・サポート・センター援助活動利用件数は262件で

あり、平成29年度の477件から215件減少しています。

会員登録講習会の受講が完了した「おねがい会員」「おたすけ会員」が、より安心して

相互援助活動が行えるように、事前に入念な打ち合わせを行うことで、不明な点や不安な

事が解消されるような運用を行うことができました。

新型コロナウイルス感染症拡大により援助依頼を控える傾向があった一方で、サポート

をしてくれる人が身近にいない等の理由から、令和3年度以降は利用者が増加傾向です。

第2期の目標値を350件に変更しました。

おたすけ会員が少ないことが課題であるため、周知方法の改善やチラシの配布先を変更

するなど、継続して改善に取り組みます。

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和5年度※）

達成

状況

ファミリー・サポート

・センター援助活動

利用件数（件）

477件 500件 262件 △

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

ファミリー・

サポート・セン

ター事業

子育ての手伝いをしてほしい人と子

育ての手助けをしたい人との相互援

助組織として、生後3か月～小学6年

生までの子どもがいる家庭を対象に

育児支援を実施します。

350件

ファミリー・サポー

ト・センター援助活動

利用件数（件）

子育て

支援課

３ ファミリー・サポート・センター事業

【事業内容・評価】

子育ての手伝いをしてほしい人と子育ての手助けをしたい人との相互援助組織として、

生後3か月～小学6年生までの子どもがいる家庭を対象に育児支援を実施します。

※令和5年度10月末時点

【第2期に向けて】

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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【第2期に向けて】

４ 助産施設入所措置

【振り返り】

該当者がいなかったため実施実績はありません。

事業 内容 担当課

助産施設入所措置
経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、市

の指定する病院にて入院助産を受けることができるよう援助します。
保育児童課

【第2期に向けて】

５ 一時預かり保育

【振り返り】

保護者の心身のリフレッシュにつながるよう努めました。

事業 内容 担当課

一時預かり保育
保護者の心身リフレッシュを目的として子どもを保育所で短時間預か

り保育を行います。
保育児童課

該当者がいた場合は、適切な支援に繋ぐよう努めます。
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各小・中学校ごとの人権教育のプログラムが組まれており、自他を尊重する態度を積極

的に育成しています。また、各中学校ブロックで公開授業や校内研修も実施することがで

きました。

（１）児童・生徒のSOSの出せる力を育てる教育

【事業内容・評価】

市内小・中学校における特別活動や道徳の授業で、悩みをかかえた時に心の健康を保つ

方法を身につけさせたり、友達や信頼できる大人、先生に相談できるスキルを育てます。

評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和4年度※）

達成

状況

教育実施回数 1回/年/1学校 3回/年/1学校 3回/年/1学校 ◎

※令和5年度は集計中の為令和4年度の値を実績として評価しています。

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

教育の実施

市内小・中学校における特別活動や

道徳の授業で、悩みをかかえた時に

心の健康を保つ方法を身につけさせ

たり、友達や信頼できる大人、先生

に相談できるスキルを育てます。

3回/年/1学校 教育実施回数 学校教育課

【第2期に向けて】

１ 教育の実施

基本施策5 児童・生徒のSOSを出せる力を育てる教育

児童生徒が現在起きている又は今後起こり得る困難や問題に対応するため、適切な援助希

求行動ができるように、SOSの出し方に関する教育を推進するとともに、身近にいる大人が

子どものSOSに早期に気づき、関係者のネットワークにより早期支援ができるようにします。

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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１ いじめに特化したアンケート

【第2期に向けて】

（２）児童・生徒のSOSに気づく体制づくり

【振り返り】

いじめに特化したアンケートを実施しました。同時に家庭向けのアンケートも実施し、

家庭からの情報も得ることができました。アンケートの結果は、校内生徒指導委員会や、

運営委員会等で学校全体で共有しました。

児童生徒との個別面談を行い、児童生徒自身からの情報も集めることができました。

事業 内容 担当課

いじめに特化した

アンケート

市内小・中学校において、定期的（年3回）に、いじめに関するアンケー

トを実施することで、いじめについて抱えている悩み等に関して助けの

声をあげることができる機会とし、その声に気づく機会とします。

学校教育課

２ 教育相談

【第2期に向けて】

【振り返り】

いじめに特化したアンケートと毎月のアンケートにより、1年間継続して教育相談を行い、

児童生徒の状況や考えを集約することができました。

保護者へのアンケートも定着しました。

事業 内容 担当課

教育相談

市内小・中学校において、定期的に担任と児童・生徒が個別に面談し、

悩みや困っていることについて丁寧に話をします。児童・生徒のSOSに

気づくための取り組みであり、早期発見につなげます。

学校教育課

３ こども家庭センター事業（変更前：子ども家庭総合支援拠点事業、家庭児童相談事業）

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】

こども家庭センター

事業

18歳未満のすべての子どもとその家庭及び妊産婦の様々な悩みや子育

てに関する相談に専門の知識を持つ相談員が対応し、必要に応じて各機

関と連携して支援を実施します。

子育て支援課
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１ 小・中学校との連携

（３） SOSの出し方に関する教育を推進するための連携の強化

【振り返り】

3名のスクールソーシャルワーカーが定期的に各担当の小・中学校を訪れ、校内生徒指導

委員会等に参加し、情報共有や助言を行いました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

小・中学校との連携
市内小・中学校に対して、児童・生徒のSOSの出し方に関する情報を

適宜提供します。
学校教育課

事業 内容 担当課

児童・生徒向けの

相談先周知・啓発

市内学校と連携し、児童・生徒に対して、若年層に適した相談先を掲

載した資料をカードの紙媒体や多様な媒体にて配布・周知します。

元気づくり課

学校教育課

２ 児童・生徒向けの相談先周知・啓発

【第2期に向けて】

令和6年度より、若年層対策として、学生に対し相談窓口の連絡先等を記載している資料

の作成・配布を予定しています。また、紙媒体のみでなく、多様な媒体を用いた周知・啓

発を検討します。
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評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和2年度※１）

達成

状況

いじめ解消率 98.0% 100% 87.5% ○

出典：担当課資料

※１ 令和3年度以降は算出困難なため数値なし

１ いじめ問題に対する取組

子どもの自殺は、学習不振等による自尊心の低下や家庭の問題、友達とのトラブルや

いじめ等による孤立など、様々な要因が複合的に絡み合っていることが考えられます。

また、学年が上がるほど周囲へ援助を求めることが難しいと言われているため、周囲の

大人が子どもの発するSOSを適切に受け止められる体制を整える必要があります。

以上のことから、子どもに関するいじめや虐待、不登校等の問題に関する相談窓口の

周知や、学生のこころの問題・性を含む様々な健康に関する悩みやニーズの把握を行い、

対策を推進するため大学等との連携を検討していきます。

（１）若者の抱えやすい課題に着目した児童・生徒・学生などへの支援

令和3年度以降、上記指標は算出困難ですが、令和2年度は97%で、平成29年度から1ポ

イント減少しました。この結果に基づき目標値等の見直しを行い、更なる取り組みを検討

します。

令和5年度までの取り組みとしては、悩みを抱える子どもに対して、子どもホットライン

24をはじめとした相談窓口の紹介を行いました。

また、市スクールソーシャルワーカーが校内生徒指導委員会等の会議に参加し、児童生

徒の状況把握に努めることで、早期対応ができました。

重点施策1 「子ども・若者・女性」の自殺対策の推進

【評価】 達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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【第2期に向けて】

【変更点・検討・改善点】

いじめは潜在している場合があることも十分に考えられます。現状、学校の教職員が生

徒同士のトラブルをいじめと認知していないことが問題と考えます。

したがって、評価指標を「いじめ解消率」から「いじめを認知した学校数の割合」に変

更し、引き続き「子ども・若者」の自殺対策に取り組みます。

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

いじめに特化した

アンケート

(再掲）

市内小・中学校において、定期的（年3回）

に、いじめに関するアンケートを実施する

ことで、いじめについて抱えている悩み等

に関して助けの声をあげることができる機

会とし、その声に気づく機会とします。

100％

いじめを

認知した

学校数の

割合
学校教育課

スクールカウンセラー

活用事業

学習障がいや高機能自閉症等の発達障がい、

いじめ・不登校等の問題行動等がある児

童・生徒への対応について、教育相談機能

の充実を図るため、スクールカウンセラー

を市内小・中学校へ派遣し、児童・生徒、

保護者、教職員の相談等に応じ、学校生活

への適応を促すための支援を実施します。

スクールソーシャル

ワーカー活用事業

スクールソーシャルワーカーの持つ社会福

祉等の専門的な知識・技術を用いて、訪問

や面談を通して、小・中学校だけでは対応

が困難ないじめ・不登校・児童虐待の諸問

題の解決に向けた支援を実施します。

太宰府市いじめ問題等

対策連絡協議会

識見を有する者、臨床心理士、関係行政

機関職員、ＰＴＡ関係者、学校関係者等に

て構成され、小・中学校のいじめ問題等の

実態と取り組み等について共有し、いじめ

問題等に関する機関・団体の連携推進及び

連絡調整を行うとともに、いじめ問題等に

対する対策や学校への支援等について解決

を図ります。

教育相談

（子どもホットライン24）

県主催の事業で、学校生活、学習、親子

関係、友達関係、いじめなどの電話相談を

通して、きめ細やかな対応を図ります。ま

た当事業について情報提供を行います。
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評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和4年度）

達成

状況

不登校児童の復帰率

（小学生）
6.7％ 35％ 20.8％ △

不登校児童の復帰率

（中学生）
32.6％ 35％ 32.4％ 〇

２ 不登校児童・生徒の復帰率（小学生・中学生）

令和4年度の不登校児童・生徒の復帰率は小学生：36.8%、中学生：31.3%であり、平

成29年度から小学生：30.1ポイント増加、中学生：1.3ポイント減少しています。

スクールカウンセラーを１名委嘱し、各小学校へ派遣し、発達課題や不登校兆候がある児

童の支援（カウンセリング）を行いました。また、つばさ学級の各家庭への広報、学校や

教員への説明、進級・進学に向けた個別支援の実施や各事業における相談において、必要

時「思春期精神保健相談」を紹介しました。

【第2期に向けて】

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下

※前計画での目標値に掲げていた「不登校の復帰率」は国の統計値も公表されていますが、

ここでの目標値には適切ではなかったと思われます。不登校の未然防止取組として、「相談

することができる環境づくりの推進」を目指し、引き続き「子ども・若者」の自殺対策に取

り組むため、第2期より評価指標を「不登校児童・生徒への支援事業数」に変更します。

【評価】

事業 事業内容 評価指標

目標値

令和11年度

（2029）

【再掲】

スクールカウンセラー

活用事業

学習障がいや高機能自閉症等の発達障がい、いじめ・不登校

等の問題行動等がある児童・生徒への対応について、教育相

談機能の充実を図るため、スクールカウンセラーを市内小・

中学校へ派遣し、児童・生徒、保護者、教職員の相談等に応

じ、学校生活への適応を促すための支援を実施します。

不登校児童・

生徒への支援

事業数

７

【再掲】

スクールソーシャル

ワーカー活用事業

スクールソーシャルワーカーの持つ社会福祉等の専門的な知

識・技術を用いて、訪問や面談を通して、小・中学校だけで

は対応が困難ないじめ・不登校・児童虐待の諸問題の解決に

向けた支援を実施します。

サポートルーム

（つばさ学級）

登校したくてもできない児童・生徒に対し、様々な活動や体

験を通して、自立や学校復帰を目指す支援・指導を実施しま

す。

思春期精神保健相談

不登校やひきこもり等の思春期のこころの問題で悩んでいる

本人や家族等の保健相談を受けた際、必要に応じて、「福岡

県筑紫保健福祉環境事務所」あるいは「福岡県精神保健福祉

センター」が実施する相談につなげます。
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【振り返り】

専門的な知識を有するカウンセラーを派遣することで、学校だけでは支援困難なケー

スに対応できました。

３ スクールカウンセラー活用事業

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】

スクールカウンセラー

活用事業

学習障がいや高機能自閉症等の発達障がい、いじめ・不登校等の問題行

動等がある児童・生徒への対応について、教育相談機能の充実を図るた

め、スクールカウンセラーを市内小・中学校へ派遣し、児童・生徒、保

護者、教職員の相談等に応じ、学校生活への適応を促すための支援を実

施します。

学校教育課

【振り返り】

市内小中学校の状況確認とともに各学校の校内生徒指導委員会、ケース会議へ参加し、

児童生徒の状況把握に努めました。保護者との面談等も複数回実施することができました。

４ スクールソーシャルワーカー活用事業

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】

スクールソーシャル

ワーカー活用事業

スクールソーシャルワーカーの持つ社会福祉等の専門的な知識・技術を

用いて、訪問や面談を通して、小・中学校だけでは対応が困難ないじ

め・不登校・児童虐待の諸問題の解決に向けた支援を実施します。

学校教育課

【振り返り】

年2回の会議を実施しました。会議では、市内小中学校のいじめの発生状況や取組状況を

確認し、今後について協議しました。

５ 太宰府市いじめ問題等対策連絡協議会

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】
太宰府市いじめ問題等

対策連絡協議会

識見を有する者、臨床心理士、関係行政機関職員、ＰＴＡ関係者、学校

関係者等にて構成され、小・中学校のいじめ問題等の実態と取り組み等

について共有し、いじめ問題等に関する機関・団体の連携推進及び連絡

調整を行うとともに、いじめ問題等に対する対策や学校への支援等につ

いて解決を図ります。

学校教育課
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【振り返り】

子どもホットラインをはじめとする相談窓口の紹介を実施しました。

６ 教育相談（子どもホットライン２４）

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】

教育相談

（子どもホットライン24）

県主催の事業で、学校生活、学習、親子関係、友達関係、いじめな

どの電話相談を通して、きめ細やかな対応を図ります。また当事業

について情報提供を行います。

学校教育課

【振り返り】

学校や教員につばさ学級の説明を実施しました。学校復帰など個別支援を行いました。

７ サポートルーム（つばさ学級）

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】

サポートルーム

（つばさ学級）

登校したくてもできない児童・生徒に対し、様々な活動や体験を通

して、自立や学校復帰を目指す支援・指導を実施します。
学校教育課

８ こども家庭センター事業（変更前：子ども家庭総合支援拠点、家庭児童相談事業）

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

【再掲】

こども家庭センター事業

18歳未満のすべての子どもとその家庭及び妊産婦の様々な悩みや子

育てに関する相談に専門の知識を持つ相談員が対応し、必要に応じ

て各機関と連携して支援を実施します。

子育て支援課
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【振り返り】

市民からの相談に応じ、必要時紹介しました。市民自ら相談できるよう等事業の周知を

さらに図っていきます。

９ 思春期精神保健相談

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

思春期精神保健相談

不登校やひきこもり等の思春期のこころの問題で悩んでいる本人や家族

等の保健相談を受けた際、必要に応じて、「福岡県筑紫保健福祉環境事

務所」あるいは「福岡県精神保健福祉センター」が実施する相談につな

げます。

子育て支援課

【振り返り】

自殺に関する相談があった場合は、学校と密に連携を図り、家族やスクールソーシャル

ワーカーと面談できるよう調整しました。家庭や子どもの状況に応じて専門機関の紹介も

行い、子どもがスクールソーシャルワーカーと面談できるよう、学校と調整しました。

１０ 太宰府市子どもの居場所づくり事業

【第2期に向けて】

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

（2029）

評価指標 担当課

太宰府市子どもの

居場所づくり事業

不登校の子どもを含め、家庭や

学校に居場所のない子ども達が

気軽に利用出来る居場所を市内

に開設し、そこで生活習慣の形

成や学習のサポート、進路等の

相談支援、食事の提供等を行う

とともに、子どもの状況をアセ

スメントし、関係機関への繋ぎ

を行う等の支援を包括的に提供

するなど、本事業を通じて地域

全体で子育てを行う社会を目指

します。

250日

居場所開所日数

※平日12時から18時に

開所し、居場所がないと

感じている子どもたちを

いつでも受け入れる体制

を整える。

子育て支援課
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１ 太宰府市若年者専修学校等技能習得資金

(２)経済的困難を抱える子ども等への支援

【振り返り】

広報や市HPで奨学生募集を呼びかけたところ、奨学金に関する問い合わせが数件あり、

本市若年者専修学校等技能習得資金に該当しない方に対しても別の奨学金等の案内を実施

しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

太宰府市若年者専修
学校等技能習得資金

経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な人に対し、

修学資金を無利子で貸与します。
社会教育課

２ 就学援助事業

【振り返り】

申請書を提出した世帯の状況を調査し、基準に当てはまる世帯には就学援助を支給しまし

た。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

就学援助事業

本市立の小・中学校に在籍の児童・生徒、もしくは私立・県立の小・中

学校（中高一貫教育学校の中等部を含む）に在籍する本市在住の小中学

生のうち、経済的な理由で給食費や学用品費など、学校での学習に必要

な費用の支払いにお困りの保護者の方に、一定の費用を援助します。

学校教育課

３ 特別支援就学奨励費事業

【振り返り】

基準に当てはまる世帯に対し、特別支援教育就学奨励費を支給しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

特別支援就学
奨励費事業

障がいのある児童・生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学

級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費を、家庭の経済状況等

に応じて補助します。

※対象となる経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行

費など。

学校教育課
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１ 青少年対策事業

(３)社会全体で子ども・若者の自殺リスクを減らす支援

【振り返り】

市内の社会教育団体と連携・協働し、青少年の居場所づくりや、悩みを相談できる環境

づくりを行いました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

青少年対策事業

市内の社会教育関係団体（子ども会育成会連合会・補導連絡協議会など）

と連携・協働し、青少年の居場所づくりや悩みを相談できる環境づくりを

行い、孤立化を防ぎます。

社会教育課
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(４)困難な問題等を抱える女性への支援

１ 女性相談（変更前：ルミナスＤＶ相談）

【振り返り】

新たにＮＰＯ法人に事業を委託し、人権政策課に専門の相談員を配置しました。

市役所内に相談窓口を開設したことで、相談件数は大幅に増加しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

女性相談

ＤＶや離婚、性暴力、ハラスメントなど家庭や職場、地域での様々な困

りごとを抱える女性の相談を実施し、必要に応じて適切な支援先につな

げます。

人権政策課

２ ちくし女性ホットライン

【振り返り】

ホットラインに関する情報を市内郵便局やスーパーにも配架し、周知を行いました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

ちくし女性

ホットライン

配偶者からの暴力などに悩んでいる人を対象に、筑紫地区共同で女性相

談員による電話相談を実施し、必要に応じて適切な支援先につなげます。
人権政策課



評価指標
ベースライン

（平成29年度）

目標値

（令和5年度）

実績

（令和５年度※１）

達成

状況

自立相談支援事業に

よる就労者数
10人 30人 7人※ ×

※１ 令和5年11月27日時点

１ 生活困窮者自立支援制度

生活困窮者の自殺問題は本市の課題の１つとなっています。生活困窮者への支援は、

生活扶助等の金銭給付による支援だけでなく、本人の自立を促すための支援も必要です。

（１）他分野機関とのネットワークに基づく相談支援

【事業内容】

「自立相談支援事業」「家計改善支援事業」「住居確保給付金」「就労準備支援事業」

の４つの支援を行います。

事業 事業内容

第2期目標値

令和11年度

(2029)

評価指標 担当課

生活困窮者

自立支援制度

「自立相談支援事業」「家計改善

支援事業」「住居確保給付金」

「就労準備支援事業」の4つの支援

を行います。

15名
自立相談支援事業に

よる就労者数
生活支援課

【振り返り】

就労につながるための就労準備講習を週１～３回開催し、就労に対する意識づけができ、

その意欲も向上しました。結果に基づき目標値等の見直しを行い、更なる取り組みを検討

します。

自立や就労などは繋がりがあるため、引き続き「自立相談支援事業」

「家計改善支援事業」「住居確保給付金」「就労準備支援事業」の4つの支援を行います。

今後も、相談者との状況を窺いながら、適切な相談員配置を行います。

【第2期に向けて】

重点施策２ 生活困窮者の自殺対策の推進

【評価】 達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下
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２ 犯罪被害相談窓口

【振り返り】

福岡犯罪被害者総合サポートセンターに関する情報を周知しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

犯罪被害相談窓口

犯罪による被害に巻き込まれた人には、事件後もこころやからだの不調

に悩まされる人が多く、それを誰にも相談できずにいる場合も少なくあ

りません。「福岡犯罪被害者総合サポートセンター」では、孤立しがち

な犯罪被害者のこころと生活のケアを目標に、被害に遭われた人の立場

に立ったサポートを多分野の専門スタッフの協力により行います。

防災安全課

３ 性暴力被害相談窓口

【振り返り】

福岡県警察本部による性暴力被害に遭われた方々の相談窓口を表記したパンフレット等

の情報を周知・啓発しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

性暴力被害相談窓口

性暴力被害者は、からだにもこころにも強い衝撃を受けます。誰にも相

談できずに、一人で抱え込んでしまうことが多く、孤立してしまう可能

性があります。できるだけ早く適切なケアを受けることが大切だと言わ

れています。「性暴力被害者支援センターふくおか」では、性暴力被害

に遭われた人への相談や必要な支援をいつでも速やかに受けられるよう

サポートを行います。

防災安全課

４ 犯罪被害相談「心のリリーフ・ライン」

【振り返り】

犯罪被害相談に関するパンフレット等や関連する情報を周知しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

犯罪被害相談

「心のリリーフ・ライン」

犯罪被害に遭われた人へのこころのケアを支援し、相談者の負担軽

減を図ります。
防災安全課

引き続きパンフレットの配架やホームページへの掲載を通して、情報発信に努めます。
また、犯罪被害者等支援担当者研修会に参加し、関連課にも研修について周知します。
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５ 弁護士による無料法律相談

【振り返り】

毎月電話や窓口で相談事業を実施し、弁護士の相談が必要とされた方へ法テラスの案内

を行いました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

弁護士による

無料法律相談

「日本司法支援センター（法テラス）」では、福岡法務局筑紫支局にお

いて、弁護士による法律相談を開設しています。経済的に困っている人

のための法律相談（対象には資産基準あり）に応じ、不安の軽減を図り

ます。

人権政策課

（法テラス）
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６ 身体障がい者相談員、知的障がい者相談員による相談

【振り返り】

庁舎内玄関前等での出前相談会を実施し、相談機会の充実を図れました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

身体障がい者相談員

知的障がい者相談員

による相談

市が委託している、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員が相談に応

じ、内容により関係機関につなげます。
福祉課

１ 生活保護事務

（２）生活困窮を抱えた人に対する個別支援

【振り返り】

訪問・面接時に生活状況等を確認し、自殺の兆候を確認した場合は主治医等関係機関と

連携し対応しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

生活保護事務

生活に困窮する人に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、

その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長します。受給世

帯の課題を的確に把握し、必要に応じて適切な支援先につなげます。

生活支援課



１ 地域での介護予防教室

高齢者は身体的な疾患を抱える方が増える傾向にあり、このような身体的苦痛がうつ

病等の引き金になることがあります。また、認知症の初期に抑うつ状態になることが知

られています。さらに配偶者や兄弟など近親者の喪失や、地域、家庭での役割の減少等

により、自殺リスクが高まることが考えられます。

このようなことから、高齢者の自殺を予防するためには孤立を防ぐことが重要であり、

家庭や地域での見守りを行うとともに、社会参加を図ることが必要です。

（１）包括的な支援のための連携の推進

評価指標
ベースライン

（平成29年度）
目標値

（令和4年度）
実績

（令和2年度＊）
達成
状況

①生きがいを感じている
高齢者の割合（％）

72.4％ 80％ 74.7％ 〇

②何かあった時に相談する
相手の割合（％）

54.9％ 70％ 57.1％ 〇

③あなたの現在の幸せ度（％） 49.8％ 50％ 49.3％ 〇

【振り返り】（再掲）

①令和4年度の「生きがいを感じている高齢者の割合」は74.7%であり、平成29年度の

72.4%から2.3ポイント増加しています。

②令和4年度の「何かあった時に相談する相手の割合」は57.1%であり、平成28年度の

54.9%から2.2ポイント増加しています。

③令和4年度の「あなたの現在の幸せ度」は49.3%であり、平成28年度の49.8%から

0.5ポイント減少しています。

③は、令和2年度はコロナウイルス感染拡大の影響により減少しましたが、その後、影

響は緩和され増加傾向にあります。高齢者の自殺対策を推進するため、継続して取り組み

ます。

達成状況 ◎：100%達成 〇：80~99% △：50~79% ×：49%以下【評価】

重点施策３ 高齢者の自殺対策の推進
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事業 事業内容
第2期目標値

（令和11年度）
評価指標 担当課

地域での介護予防教室

介護予防に関する体操

や情報提供を行い地域

の方の集いを通して、

高齢者世帯、高齢者単

独世帯、身体機能低下

による孤独・孤立化の

予防に努めます。また、

居場所づくり、社会参

加を促進します。

①80％

②70％

③50％

①生きがいを感じている

高齢者の割合

②何かあったときに相談

する相手の割合

③あなたの現在の幸せ度

高齢者支援課

【第2期に向けて】

２ 包括的支援事業（総合相談支援業務／権利擁護業務／包括的・継続的ケアマネジメント業務）

【振り返り】

高齢者の健康不安や介護負担の相談に対し、解消、緩和に向けて、関係機関との連携や、

保健・医療・福祉サービス等での支援を行いました。

また、本市介護支援専門員に対し、ゲートキーパー研修を実施しました。認知症の症状

と抑うつ症状の違いについて、詳細に説明を行いました。さらに、症状に応じた声掛けの

方法や認知症の症状、医療機関へのつなぎ方など、日常の業務で具体的に活用しやすい講

義内容とし、介護支援専門員がゲートキーパーの役割を担い、果たすことのできる研修と

なりました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

包括的支援事業

総合相談支援業務

／権利擁護業務

／包括的・継続的ケア

マネジメント業務

高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談

を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は関係

者とのネットワークの構築に努め、支援を実施します。

高齢者支援課

令和5年度よりコロナが落ち着いてきたので、これまで以上に教室の周知などを行い、

コロナ禍で心身の機能が弱ってしまった方など新規者の掘り起こしも実施していきます。

相談実績も年々増加しているため、関係機関とも連携しながら、ケースに応じた支援に取

り組みます。また、引き続き周知啓発を図るとともに、関係機関とのネットワーク構築に取

り組みます。さらに、市内介護支援専門員向けにゲートキーパー研修を検討し、ゲートキー

パーの視点にたった利用者の関わりや支援を図ります。
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３ 生活支援体制整備事業

【振り返り】

今後事業を推進していくにあたり、小規模の協議や勉強会を通して、構成員と先進事例

等を共有することができました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

生活支援体制整備事業

医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民、ＮＰＯ法人や民間企

業、ボランティア等の高齢者の見守りや集いの場、生活支援サービスを

担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の構築を図

ります。

生活支援コーディネーターを中心に、資源開発やネットワーク構築、

ニーズと取組のマッチングなど踏まえ、地域での生活支援等サービスの

提供体制の整備を推進します。

高齢者支援課

４ 在宅医療・介護連携推進事業

【振り返り】

在宅医療における介護者の負担軽減に向けて、医療と介護が一体的に連携し、介護者を

支えることができるよう、解決策と仕組みの定着に向けて協議しました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

在宅医療・介護

連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅

医療と介護を一体的に提供するために、相談・支援、情報共有・研

修・啓発を通して、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進

します。

高齢者支援課

５ 認知症総合支援事業

【振り返り】

認知症やその家族からの相談を受ける体制と早期支援についての取組を構築し、本人や

家族の不安や介護負担軽減に取り組みました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

認知症総合支援事業

認知症地域支援推進員を中心に、認知症やその家族を支援する相談

業務等を行い、医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の連携

に向けて、ネットワークの構築を図ります。また、医療・介護サー

ビスを中断や受けていない人、対応に苦慮している認知症の人及び

その家族に対し、認知症初期集中支援チームによる、早期受診・早

期対応にむけた支援を実施します。

高齢者支援課
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１ 認知症サポーター養成事業

（２）地域における要介護者に対する支援

【振り返り】

高齢者等見守り協定事業所向けに認知症サポーター養成講座の受講案内を行いました。

高齢者が身近に利用する金融機関と支援体制の構築にもつながりました。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

認知症サポーター

養成事業

地域や職域において認知症の人と家族に対する理解を深め、見守り等に

より在宅生活を支える認知症サポーターを養成することで、家族の介護

負担の緩和を図ります。

高齢者支援課

１ 地域包括支援センターによる総合相談事業

（３）高齢者の健康不安に対する支援

【振り返り】

相談実績が年々増加傾向にあり、地域包括支援センター（サブセンター）が少しずつ認

知されてきました。引き続き、地域での周知を行います。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

地域包括支援センターに

よる総合相談事業

在宅介護及び、認知症に関する相談窓口機関として、介護・看護の負

担(介護疲れ）に悩んでいる人の早期発見と、負担の軽減に向けての支

援を実施します。

高齢者支援課

２ 高齢者あんしんダイヤル（夜間・休日相談事業）

【振り返り】

地域包括支援センターの閉所時における相談機能を補完するためにも、引き続き事業を

継続していきます。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

高齢者あんしんダイヤル

（夜間・休日相談事業）

本市地域包括支援センターの閉庁時間帯に高齢者やその家族等からの

介護、健康、医療等に関する電話相談に対応し、高齢者が住み慣れた

地域で安心して、自立した日常生活を営めるよう支援します。

高齢者支援課

定期的に開催してきましたが、認知症に対する理解をさらに広げるために、今後は金融

機関や地域等での実施に向けて、当事業を周知します。
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３ 認知症地域支援推進員による認知症相談

【振り返り】

相談実績は年々増加しており、認知症地域支援推進員の相談支援が少しずつ認知されて

きました。引き続き、地域住民や関係機関等、地域での周知を行います。

【第2期に向けて】

事業 内容 担当課

認知症地域支援推進員

による認知症相談

認知症に関する相談窓口として、介護・看護の負担（介護疲れ）に悩

んでいる人の早期発見と、負担の軽減に向けての支援を実施します。
高齢者支援課

4 認知症高齢者等事前登録事業

事業 内容 担当課

認知症高齢者等事前登録

事業

捜索時により早く対応できるように、行方不明となる可能性がある高

齢者の情報を事前に市に登録できます。
高齢者支援課

令和4年度から事業を開始し、現在約50人の登録があります。行方不明時に警察等関係

機関と連携し、より早期の捜索活動につながりました。引き続き事業を継続していきます。

【第2期に向けて】
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下記の評価指標に基づき、計画の推進状況を管理・評価します。

施策 評価指標

現状値

令和4年度また

は令和5年度

目標値

令和11年度

（2029年度）

担当課

基
本
施
策

1. ネットワークの

強化

太宰府市自殺対策

連絡会議の開催
開催なし 毎年1回 元気づくり課

2. 自殺対策を支える

人材の育成

職員同和問題研修の

参加率（職員対象）
78.3% 97.0% 総務課

ゲートキーパー研修の

参加者数
65人 80人 元気づくり課

3. 市民への啓発と

周知

おまもりを配布する市

内中学校の割合

令和6年度より

開始予定
80% 元気づくり課

精神保健福祉講演会の

参加人数
91人 100人

元気づくり課

福祉課

同和問題啓発強調月間

市民講演会の参加人数
181人 450人 人権政策課

4. 生きることの

促進要因への支援

子育て広場・子育て

サロン参加人数

計6,657人

広場1,316人

サロン5,341人

計８,000人

広場1,600人

サロン6,400人

子育て支援課

妊婦相談実施率 100% 100% 子育て支援課

ファミリー・サポー

ト・センター援助活動

利用件数（件）

262件 350件 子育て支援課

5. 児童・生徒の

SOSを出せる力を

育てる教育

教育実施回数 3回/年/1学校 3回/年/1学校 学校教育課

３ 評価指標一覧
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施策 評価指標

現状値

令和4年度また

は令和5年度

目標値

令和11年度

（2029年度）

担当課

重
点
施
策

1. 「子ども・若者・

女性」の自殺対策

の推進

①いじめを認知した

学校数の割合
100% 100% 学校教育課

②不登校児童・生徒

への支援事業数
5 ７ 学校教育課

③居場所開所日数

（新規）

令和5年度

より実施
169日 子育て支援課

2. 「生活困窮者」の

自殺対策の推進

自立相談支援事業に

よる就労者数
7人 15人 生活支援課

3. 「高齢者対策」の

自殺対策の推進

①生きがいを感じて

いる高齢者の割合

（％）

74.7% 80.0% 高齢者支援課

②何かあった時に

相談する相手の割

合（％）

57.1% 70.0% 高齢者支援課

③あなたの現在の

幸せ度（％）
49.3％ 50.0% 高齢者支援課
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下記の取組を実施しております。

取組事業 内容 担当課

太宰府市自殺対策連

絡会議

自殺の実態の共有と、各関係部署からの意見を踏まえた施策の検

討、各施策の調整を行い、様々な分野から「生きることの包括的

支援」の推進を目指します。

元気づくり課

太宰府市健康づくり

推進協議会

当会は、自治協議会や民生委員・児童委員、校長会や医師会、歯

科医師会等で構成しています。

会員からの意見を踏まえて地域の実態や課題、施策を総合的に検

討することで、地域全体で自殺対策事業に努めます。

元気づくり課

要保護児童対策

地域協議会

要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童若しく

は特定妊婦への適切な支援を実施することを目的とします。児童

福祉機関・保健医療機関・教育機関・警察司法機関で構成してい

ます

子育て支援課

職員同和

問題研修

人権意識を高めるための啓発を実施し、ともに生きる地域づくり

を行える人材の育成につなげます。
総務課

男女共同参画

職員研修

行政職員として男女共同参画への理解と認識を深め、業務内外で

地域、家庭などあらゆる場面で男女共同参画の知識を備えた人材

育成を実施します。

人権政策課

職員向け

ゲートキーパー研修

窓口等で働く職員一人一人がゲートキーパーとして市民へ働きか

けることができるよう、こころの健康や自殺に関する正しい知識

を学びます。一人で抱え込まず、周囲の人が協力して、悩んでい

る人への支援ができる体制構築を目指します。

総務課

元気づくり課

ゲートキーパー

研修

こころの健康や自殺に関する正しい知識等について理解を深める

ための研修を開催します。一人で抱え込まず、周囲の人が協力し

て、悩んでいる人への支援ができる地域づくりを目指します。

元気づくり課

職員の健康相談

職員に対して、臨床心理士がこころや職場の悩み等に関する相談

に応じることで、市民の相談に応じる職員の心身の健康保持・増

進を図ります。

総務課

こころの健康・自殺

予防に関する相談窓

口の周知

より多くの市民がこころの悩みや自殺予防に関する相談先を知る

ことができるよう、相談先紹介の媒体（案内カードやチラシ）を

作成・配布し、広く周知に努めます。

元気づくり課

４ 「生きる支援」に関連する事業・施策
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取組事業 内容 担当課

自殺予防週間・自殺

対策強化月間におけ

る啓発活動の推進

自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせて、自殺予防のための

知識や相談窓口に関する情報発信をします。
元気づくり課

人権問題の啓発

人権尊重について考えるきっかけとして、全世帯に啓発冊子や公

募による作品集を配布して、「自分自身が知らないことを知り、

学ぼう」とする意識の醸成を図ります。

社会教育課

精神保健福祉

講演会

市民に対して、こころの健康づくりや福祉に関する講演を行いま

す。障がいや障がい者に対する理解を深め、正しい知識を普及す

ることで、地域住民のこころの健康の保持増進を図ります。

元気づくり課

福祉課

人権講座ひまわり
さまざまな人権課題に関する講座を実施することで、共に生きる

地域づくりを目指します。
社会教育課

同和問題啓発強調月

間市民講演会

福岡県では毎年7月を「同和問題啓発強調月間」と定め、各地でさ

まざまな行事や啓発イベントなどを実施しています。差別をなく

す取り組みを通して、共に生きる地域づくりを目指します。

人権政策課

男女共同参画

市民フォーラム

性別によって決められた制度や慣習に気づき、男女共同参画に対

する正しい理解を深めるための事業を通して、だれもがいきいき

と輝く地域づくりを目指します。

人権政策課

太宰府市NPO

・ボランティア

支援センター

「うめさろん」事業

「NPO・ボランティア支援センター」では、NPO・ボランティア

活動に関する相談や活動の情報発信などを通して、生きがいづく

り・人とのつながりを促します。

地域コミュニ

ティ課

人権相談
人権擁護委員による人権相談を通じ、内容により関係機関を紹介

します。
人権政策課

消費者

ホットライン

契約トラブルなどの身近な消費生活上の問題に対して最寄りの消

費生活相談窓口を紹介します。
産業振興課

太宰府市

消費生活センター

消費生活上の問題に対して専門の相談員が適切な助言や情報提供、

必要に応じたあっせんを行い問題解決に向けた支援を実施します。
産業振興課
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取組事業 内容 担当課

こころの相談

うつ等こころの病気やこころの健康について、本人や家族から

の相談に応じます。精神科医師による専門性の高いアドバイス

や相談者の視点に立って相談を受けることで、不安の軽減を図

ります。

元気づくり課

すこやか相談
健康面の不安や悩みに対して、保健師や管理栄養士が相談に応

じ、不安の軽減を図ります。
元気づくり課

精神保健福祉

相談

うつ病等の精神疾患や、アルコール・薬物・ギャンブル等の依

存症に関する悩みに対して、必要時「福岡県筑紫保健福祉環境

事務所」や「福岡県精神保健福祉センター」の実施する相談へ

つなぎます。

元気づくり課

民生委員・児童委

員への相談

誰もが安心して生活が送れるように、民生委員・児童委員が身

近な相談相手となります。必要時、福祉関係情報の提供等を行

うとともに、関係機関につなげます。

福祉課

一般相談
「太宰府市社会福祉協議会」主催で、心配ごとや悩みごと等の

相談に応じ、内容により関係機関を紹介します。
福祉課

労働者向けの

就業支援

・相談先案内

就業支援を受けたい方に向けて県や民間の就業支援事業を窓口

やHP等で紹介します。
福祉課

専門職による

相談事業

常時、保健師が電話や訪問、面接にてこころの健康に関する相

談に応じます。

地域の関係機関と連携して適切な支援へつなぐほか、必要時継

続的に支援を実施します。

元気づくり課

障がい者虐待

対応業務
虐待への対応を行い、本人や家族への支援を実施します。 福祉課

日常生活自立支援

事業

（ほのぼの

サービス）

高齢者や障がい者が安心して日常生活が送れるよう、福祉サー

ビスや生活に関わる相談に応じます。

定期訪問による見守りを希望する人、日常的な金銭管理に困っ

ている人に対しては、「社会福祉協議会」が支援を行います。

福祉課
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取組事業 内容 担当課

自立支援医療

対象となる疾病で医療を受ける人に、自立支援医療（更生医療・

精神通院医療・育成医療）制度を案内します。

また、更生医療、育成医療については給付も行います。

福祉課

障がい福祉

サービス

障がいのある人に対し、必要な障がい福祉サービスを決定し、介

護・訓練等給付費を支給します。
福祉課

障がい者福祉制度の

案内
障害者手帳制度と手帳により受けられる制度の案内を行います。 福祉課

自死遺族の相談

自死遺族のための法

律相談

自死遺族の相談

自死遺族のための法律相談 自死遺族に対し「福岡県精神保健福

祉センター」が実施する「自死遺族の相談」「自死遺族のための

法律相談」を周知します。

〔自死遺族の相談〕身近な人を自死で亡くされて気持ちの整理の

つかないときなど、訴えに対し傾聴し、問題を整理することで解

決策を検討します。

〔自死遺族のための法律相談〕

家族などを自死で亡くされた人で、相続・借金・補償問題など、

様々な自死に伴い生じる法律問題について弁護士が相談に応じ対

応策を検討します。

元気づくり課

子育て広場

体操、歌、手遊び、絵本の読み聞かせなどをして、親子で楽しく

遊び交流します。相談できる場所として活用していただくのはも

ちろんのこと、保護者同士が集まって情報交換し、居場所づくり

や仲間づくりができるような場を提供します。

子育て支援課

子育てサロン

一定時間保育士が常駐し、子どもたちを遊ばせながら、保育士へ

気軽に相談することができます。必要な場合は、関係部署と連携

しながら、継続して支援を実施します。

子育て支援課

障がい者基幹相談支

援センター
障がいにおける各種ニーズに対応した相談支援を実施します。 福祉課

障がい者にも

対応した地域包括

ケアシステムの構築

障がい者それぞれのニーズに対応できるよう、医療・障がい福
祉・住まい・社会参加・普及啓発など包括的な支援体制を構築し
ます。
体制の構築にあたっては、県（保健所・精神保健福祉センター）、
市の関係各課、医療機関、関係団体と連携を図ります。
精神障がいを含め、障がい者の誰もが、安心して自分らしく生活
できる地域づくりを目指します。

福祉課

元気づくり課
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取組事業 内容 担当課

ごじょっこ

ひろば

自由に遊具や玩具などで遊べるように、「ごじょう保育所」の園

庭を開放します。保護者同士の交流を促し、居場所づくりや仲間

づくりの場を提供します。

保育児童課

ごじょっこ

フレンズ

親子で保育所の同年齢の子どもたちと一緒に遊んだり、参加され

ている親同士また保育士との交流を通して子育てに悩む保護者へ

の支援につなげます。

保育児童課

ごじょっこ

スマイル

一定時間保育士が常駐し、子どもたちを遊ばせながら、保育士へ

気軽に子育てや子どもの発達に関する相談をすることができます。

必要な場合は、関係部署と連携しながら、継続して支援を実施し

ます。

保育児童課

地域子育てサロン

各地域で定期的に開催されている、子どもを遊ばせながら、保護

者同士がおしゃべりを楽しみ、交流する場です。保育士が出かけ、

体操や手遊びなどの遊びを提供します。居場所づくり・仲間づく

りの場になっています。

子育て支援課

家庭教育学級

子どもを持つ保護者が、気軽に集まって子育てについて情報交換

し、仲間づくりや悩みを相談できるようなネットワーク形成の場

の提供を実施します。保護者同士が交流・情報交換することで、

孤立化を防ぎ、子育てへの不安軽減や解消を図ります。

社会教育課

妊婦相談

（母子健康手帳の

交付）

母子健康手帳の交付とともに、妊娠中の健康や妊婦健康診査受診

券等の説明、栄養士の講話、個別相談等を実施します。
子育て支援課

乳幼児健康相談
育児に関する疑問や不安について、保健師・助産師・管理栄養士

が相談に応じ、子育てに悩む保護者のサポートを実施します。
子育て支援課

子ども発達相談

未就学の子どもの発達の不安や悩みについて相談を実施します。

子どもへの理解を深め、関わり方を一緒に考えながら、子ども、

保護者の状況に応じた適切な支援を実施します。必要に応じ専門

機関を紹介します。

子育て支援課

こども家庭センター

事業

18歳未満のすべての子どもとその家庭及び妊産婦の様々な悩みや

子育てに関する相談に専門の知識を持つ相談員が対応し、必要に

応じて各機関と連携して支援を実施します。

子育て支援課
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取組事業 内容 担当課

妊婦訪問

母子健康手帳交付時に把握した支援が必要な妊婦（家庭）に対し、

電話や訪問等を実施し、妊娠中より切れ目のない支援を提供しま

す。

子育て支援課

こんにちは

赤ちゃん訪問

すべての赤ちゃんのお宅に訪問し、子どもの発達や育児状況、生

活状況を確認することで、支援が必要な家庭を把握し、適切な支

援につなぎます。また、訪問時産後うつ等について評価を行い支

援につなぐことで、精神面についてのサポートを提供します。

子育て支援課

ファミリーサポート

センター事業

子育ての手伝いをしてほしい人と子育ての手助けをしたい人との

相互援助組織として、生後3か月～小学6年生までの子どもがい

る家庭を対象に育児支援を実施します。

子育て支援課

助産施設入所措置

経済的な理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対

し、市の指定する病院にて入院助産を受けることができるよう援

助します。

保育児童課

一時預かり保育
短時間子どもを保育所に入所させることで保護者の心身のリフ

レッシュにつなぎます。
保育児童課

いじめに特化した

アンケート

市内小・中学校において、定期的（年3回）に、いじめに関する

アンケートを実施することで、いじめについて抱えている悩み等

に関して助けの声をあげることができる機会とし、その声に気づ

く機会とします。

学校教育課

教育相談

市内小・中学校において、定期的に担任と児童・生徒が個別に面

談し、悩みや困っていることについて丁寧に話をします。児童・

生徒のSOSに気づくための取り組みであり、早期発見につなげ

ます。

学校教育課

教育の実施

市内小・中学校における特別活動や道徳の授業で、悩みをかかえ

た時に心の健康を保つ方法を身につけさせたり、友達や信頼でき

る大人、先生に相談できるスキルを育てます。

学校教育課

児童・生徒向けの

相談先周知・啓発

市内学校と連携し、生徒・学生に対して、若年層に適した相談先

を掲載した媒体をカードやSNS等にて配布・周知します。

元気づくり課

学校教育課
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取組事業 内容 担当課

小・中学校

との連携

市内小・中学校に対して、児童・生徒のSOSの出し方に関する情

報を適宜提供します。
学校教育課

スクールカウンセ

ラー活用事業

学習障がいや高機能自閉症等の発達障がい、いじめ・不登校等の

問題行動等がある児童・生徒への対応について、教育相談機能の

充実を図るため、スクールカウンセラーを市内小・中学校へ派遣

し、児童・生徒、保護者、教職員の相談等に応じ、学校生活への

適応を促すための支援を実施します。

学校教育課

スクールソーシャル

ワーカー

活用事業

スクールソーシャルワーカーの持つ社会福祉等の専門的な知識・

技術を用いて、訪問や面談を通して、小・中学校だけでは対応が

困難ないじめ・不登校・児童虐待の諸問題の解決に向けた支援を

実施します。

学校教育課

太宰府市いじめ

問題等対策

連絡協議会

識見を有する者、臨床心理士、関係行政機関職員、ＰＴＡ関係者、

学校関係者等にて構成され、小・中学校のいじめ問題等の実態と

取り組み等について共有し、いじめ問題等に関する機関・団体の

連携推進及び連絡調整を行うとともに、いじめ問題等に対する対

策や学校への支援等について解決を図ります。

学校教育課

教育相談

（子どもホット

ライン24）

県主催の事業で、学校生活、学習、親子関係、友達関係、いじめ

などの電話相談を通して、きめ細やかな対応を図ります。また当

事業について情報提供を行います。

学校教育課

サポートルーム

（つばさ学級）

登校したくてもできない児童・生徒に対し、様々な活動や体験を

通して、自立や学校復帰を目指す支援・指導を実施します。
学校教育課

思春期精

神保健相談

不登校やひきこもり等の思春期のこころの問題で悩んでいる本人

や家族等の保健相談を受けた際、必要に応じて、「福岡県筑紫保

健福祉環境事務所」あるいは「福岡県精神保健福祉センター」が

実施する相談につなげます。

子育て支援課

太宰府市子どもの居

場所づくり・

シングルマザー

支援事業

不登校の子どもを含め、家庭や学校に居場所のない子ども達が気

軽に利用出来る居場所を市内に開設し、そこで生活習慣の形成や

学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提供等を行うととも

に、子どもの状況をアセスメントし、関係機関への繋ぎを行う等

の支援を包括的に提供するなど、本事業を通じて地域全体で子育

てを行う社会を目指します。

子育て支援課
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取組事業 内容 担当課

太宰府市若年者

専修学校等技能

習得資金

経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な人

に対し、修学資金を無利子で貸与します。
社会教育課

就学援助事業

本市立の小・中学校に在籍の児童・生徒、もしくは私立・県立の

小・中学校（中高一貫教育学校の中等部を含む）に在籍する本市

在住の小中学生のうち、経済的な理由で給食費や学用品費など、

学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保護者の方に、一

定の費用を援助します。

学校教育課

特別支援就学

奨励費事業

障がいのある児童・生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別

支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費を、家庭

の経済状況等に応じて補助します。

※対象となる経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修

学旅行費など。

学校教育課

青少年対策事業

市内の社会教育関係団体（子ども会育成会連合会・補導連絡協議

会など）と連携・協働し、青少年の居場所づくりや悩みを相談で

きる環境づくりを行い、孤立化を防ぎます。

社会教育課

女性相談

ＤＶや離婚、性暴力、ハラスメントなど家庭や職場、地域での

様々な困りごとを抱える女性の相談を実施し、必要に応じて適切

な支援先につなげます。

人権政策課

ちくし女性

ホットライン

配偶者からの暴力などに悩んでいる人を対象に、筑紫地区共同で

女性相談員による電話相談を実施し、必要に応じて適切な支援先

につなげます。

人権政策課

犯罪被害相談窓口

犯罪による被害に巻き込まれた人には、事件後もこころやからだ

の不調に悩まされる人が多く、それを誰にも相談できずにいる場

合も少なくありません。「福岡犯罪被害者総合サポートセン

ター」では、孤立しがちな犯罪被害者のこころと生活のケアを目

標に、被害に遭われた人の立場に立ったサポートを多分野の専門

スタッフの協力により行います。

防災安全課
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取組事業 内容 担当課

性暴力被害

相談窓口

性暴力被害者は、からだにもこころにも強い衝撃を受けます。

誰にも相談できずに、一人で抱え込んでしまうことが多く、孤

立してしまう可能性があります。できるだけ早く適切なケアを

受けることが大切だと言われています。「性暴力被害者支援セ

ンターふくおか」では、性暴力被害に遭われた人への相談や必

要な支援をいつでも速やかに受けられるようサポートを行いま

す。

防災安全課

犯罪被害相談

「心のリリーフ・

ライン」

犯罪被害に遭われた人へのこころのケアを支援し、相談者の負

担軽減を図ります。
防災安全課

弁護士による

無料法律相談

「日本司法支援センター（法テラス）」では、福岡法務局筑紫

支局において、弁護士による法律相談を開設しています。経済

的に困っている人のための法律相談（対象には資産基準あり）

に応じ、不安の軽減を図ります。

人権政策課

（法テラス）

身体障がい者

相談員、

知的障がい者

相談員による相談

市が委託している、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員

が相談に応じ、内容により関係機関につなげます。
福祉課

生活保護事務

生活に困窮する人に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護

を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を

助長します。受給世帯の課題を的確に把握し、必要に応じて適

切な支援先につなげます。

生活支援課

生活困窮者

自立支援制度

「自立相談支援事業」「家計改善支援事業」「住居確保給付

金」「就労準備支援事業」の4つの支援を行います。
生活支援課

包括的支援事業

（総合相談支援業務）

（権利擁護業務）

（包括的・継続的ケア

マネジメント業務）

高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握

し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービ

ス、機関又は関係者とのネットワークの構築に努め、支援を実

施します。

高齢者支援課

地域での介護

予防教室

介護予防に関する体操や情報提供を行い地域の方の集いを通し

て、高齢者世帯、高齢者単独世帯、身体機能低下による孤独・

孤立化の予防に努めます。また、居場所づくり、社会参加を促

進します。

高齢者支援課
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取組事業 内容 担当課

生活支援体制

整備事業

医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民、ＮＰＯ法人

や民間企業、ボランティア等の高齢者の見守りや集いの場、生

活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生

活上の支援体制の構築を図ります。

生活支援コーディネーターを中心に、資源開発やネットワーク

構築、ニーズと取組のマッチングなど踏まえ、地域での生活支

援等サービスの提供体制の整備を推進します。

高齢者支援課

在宅医療・介護

連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

う、在宅医療と介護を一体的に提供するために、相談・支援、

情報共有・研修・啓発を通して、医療機関と介護事業所等の関

係者の連携を推進します。

高齢者支援課

認知症総合支援事業

認知症地域支援推進員を中心に、認知症やその家族を支援する

相談業務等を行い、医療機関や介護サービス及び地域の支援機

関の連携に向けて、ネットワークの構築を図ります。また、医

療・介護サービスを中断や受けていない人、対応に苦慮してい

る認知症の人及びその家族に対し、認知症初期集中支援チーム

による、早期受診・早期対応にむけた支援を実施します。

高齢者支援課

認知症サポーター

養成事業

地域や職域において認知症の人と家族に対する理解を深め、見

守り等により在宅生活を支える認知症サポーターを養成するこ

とで、家族の介護負担の緩和を図ります。

高齢者支援課

地域包括支援

センターによる

総合相談事業

在宅介護及び、認知症に関する相談窓口機関として、介護・看

護の負担(介護疲れ）に悩んでいる人の早期発見と、負担の軽減

に向けての支援を実施します。

高齢者支援課

高齢者あんしん

ダイヤル

（夜間・休日

相談事業）

本市地域包括支援センターの閉庁時間帯に高齢者やその家族等

からの介護、健康、医療等に関する電話相談に対応し、高齢者

が住み慣れた地域で安心して、自立した日常生活を営めるよう

支援します。

高齢者支援課

認知症地域支援推進

員による認知症相談

認知症に関する相談窓口として、介護・看護の負担（介護疲

れ）に悩んでいる人の早期発見と、負担の軽減に向けての支援

を実施します。

高齢者支援課

認知症高齢者等

事前登録事業

捜索時により早く対応できるように、行方不明となる可能性が

ある高齢者の情報を事前に市に登録できます。
高齢者支援課
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「自殺総合対策大綱」では、「国、地方公共団体、関係団体、民間団体、

企業及び国民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する」ことが、自殺

総合対策の基本方針に位置づけられています。

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するには、本市や筑紫

保健所等の行政機関だけでなく、救急や精神科をはじめとする医療機関、民

間団体、市民一人ひとりと連携・協働し、自殺対策を総合的に推進すること

が必要です。当市における自殺の現状と課題、課題解決に向けた施策を推進

するにあたっては、地域の関係機関とも必要に応じて連携を図ります。

※社会資源一覧は、巻末の参考資料をご参照ください。

５ 社会資源
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